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　熊本県知事選挙から、投票所の統廃
合と投票時間の繰り上げを行います。
そのため、次の2点にご注意ください。
　まず投票所では、第9投票所に統合
されました中野地区の皆さんは、北
田代公民館での投票をお願いします。
また、木倉地区、高木地区、小坂地
区の皆さんは、投票所番号が繰り上
がりますので、お間違いのないよう
ご注意ください。
　次に、町内全投票所での投票時間が
すべて１時間繰り上げになります。入
場券で確認をされ、余裕を持って投票

をすませてください。
　選挙当日に選挙に行けない人は、期
日前投票や不在者投票の制度がありま
す。詳しい内容は、町選挙管理委員会
事務局までお尋ねください。
　熊本県知事選挙は、熊本県民の代表
を選ぶ4年に1度の大切な選挙です。
住みよい熊本県の将来を考えて、自ら
の一票を投じる大事な機会です。皆さ
んの思いが「熊本の明日をつくる未来
への礎」となります。意思を行動に移
して、投票所へ足を運んでみてはいか
がでしょうか。

　キャンペーンは、光インター
ネットを新規で利用したい人向け
に企画しました。通常でしたら、
工事費は40000円以上が個人負
担となりますが、キャンペーンで
は工事費が半額となります。キャ
ンペーン申し込みは、申請書に記
入後、郵送のみでの受け付けとな
りますので、ご注意ください。

3月25日（日）は
熊本県知事選挙の投票日

▼持っていくもの　入場券

※本人の入場券と投票時間を間違えないようにご注意くださ
い。開票は、20時15分からスポーツセンターで行います。観
覧される人は２階アリーナ席をご利用ください。

▼各投票区・投票時間

投票区（投票所）

第１投票所
（御船中体育館）

第２投票所
（滝尾小体育館）

第３投票所
（水越分館）

第４投票所
（旧七滝小体育館）

第５投票所
（七滝中央小体育館）

第６投票所
（田代東部分館）

第７投票所
（浅の藪公民館）

第８投票所
（間所公民館）

第９投票所
（北田代公民館）

第10投票所
（木倉小体育館）

第11投票所
（高木小体育館）

第12投票所
（小坂小体育館）

御船地区全域

滝尾地区全域
粒麦（水越）

水越地区
（粒麦を除く）
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上野地区全域

南田代３・４区
上田代、水源
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間所

牧の原、玉来、下山
木戸屋、中野

木倉地区全域

高木地区全域

小坂地区全域
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町選挙管理委員会事務局　渡邉　洋平  書記

総務課電算係　

髙本　光  主事

申し込み申請は必ず郵送で

▼原動機付自転車（50～125cc以下）
▼三輪以上（50cc以下）
▼小型特殊（農耕用）
問役場税務課課税係
　☎282-1114

▼軽二輪（250cc以下）
▼軽三輪（50cc以下）
▼軽四輪（660cc以下）
問熊本県軽自動車協会
　☎369‐7920

▼小型二輪（250cc以上）
問九州運輸局熊本陸運支局
　☎369‐3188

※車両に応じて手続き先が違います。電話で事前に必要
な書類などをご確認ください。

車両別の窓口機関


